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障
害
者
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座

（
在
職
者
訓
練
）を
開
催
し
ま
す

▼
対
象
＝
在
職
中
の
障
害
者
の
方
で
基
本

的
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
方　

▼
日
時

＝
①
６
月
21
日
（
土
）・
28
日
（
土
）
②
７

月
５
日
（
土
）・
12
日
（
土
）
／
い
ず
れ
も

午
前
９
時
～
午
後
４
時　

▼
場
所
＝
愛
知

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校　

▼
コ
ー
ス
＝

①
簡
単
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
②F

フ
ラ
ッ
シ
ュ

lash

入
門
（
動
画
の
作
り
方
）　

▼
受
講
料
＝

無
料　

▼
申
し
込
み
＝
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
Ｅ

メ
ー
ル
・
封
書
に
て
（
住
所
・
氏
名
・
生
年

月
日
・
電
話
番
号
・
障
害
の
程
度
を
明
記
）

▼
締
め
切
り
＝
①
６
月
13
日
（
金
）
ま
で

②
６
月
27
日
（
金
）
ま
で
／
締
切
日
必
着

▼
愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

（
〒
４
４
１

－

１
２
３
１　

豊
川
市
一
宮

町
上
新
切
33

－

14
）

☎（
０
５
３
３
）93
局
２
１
０
２

（
０
５
３
３
）93
局
６
５
５
４

noryokukaihatsuko@
pref.aichi.lg.jp

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間

　

い
じ
め
や
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の
人
権

に
か
か
わ
る
悩
み
ご
と
や
心
配
ご
と
な
ど

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
６
月
23
日
（
月
）
～
29
日
（
日
） 

／
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時（
た
だ
し
、

６
月
28
日
土
・
29
日
日
は
午
前
10
時
～
午

後
５
時
）

▼
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎（
０
５
２
）９
５
２
局
８
１
１
１

寄
付

D
O
N
ATIO

N

　

次
の
方
か
ら
ご
寄

付
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
厚
意
に
感
謝

し
ま
す
。

＊
ふ
る
さ
と
寄
附
金
＊

▼
４
月
24
日
、
匿
名
希
望
の
方
か
ら
金

５
万
円
。

築
さ
れ
た
家
屋
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
固
定
資
産
税
の
算

定
の
基
礎
と
な
る
家
屋
の
評
価
額
を
決
定

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
税
務
課
職
員
が

お
宅
や
事
務
所
な
ど
へ
調
査
に
伺
い
ま
す

の
で
、
ご
希
望
の
調
査
日
時
が
あ
る
場
合

は
、
税
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
年
度
も
既
設
家
屋
の
現
況
確

認
調
査
を
併
せ
て
実
施
し
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０

23
局
０
１
８
０

公
的
年
金
か
ら
住
民
税
を

特
別
徴
収（
天
引
き
）し
ま
す

▪
対
象
の
方

　

平
成
25
年
中
に
公
的
年
金
な
ど
の
支
払

い
を
受
け
、
平
成
26
年
４
月
１
日
に
お
い

て
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税

の
年
金
を
除
く
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方

▪
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
る
金
額

　

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
か
ら
算
出
さ

れ
た
税
額
が
公
的
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
ま

す
。
年
金
特
徴
対
象
の
方
に
は
、
市
か
ら

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
（
６
月
中
旬
発
送

予
定
）。
特
別
徴
収
予
定
の
金
額
を
納
税

通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９

23
局
０
１
８
０

税TA
X

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　

平
成
26
年
１
月
１
日
以
降
に
新
築
・
増

■特別徴収の納付方法例

徴収方法 普通徴収
（自分で納付・口座振替）

特別徴収
（年金から徴収）

納付月 1期（６月） 2期（8月） 10月 12月 2月

税額 年税額の４分の１ 年税額の６分の１

①初めて65歳以上に該当する方（昭和23年4月3日～昭和24年4月2日生まれ）

②特別徴収2年目以降の方

徴収方法 特別徴収
（仮徴収）

特別徴収
（本徴収）

納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額 前年度2月と同額 年税額から仮徴収分を
差し引いた額の3分の1

相
談
専
用
電
話
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

＊
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

（
０
１
２
０
）０
０
７
局
１
１
０


